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知的障害者グループハウジングの居住水準向上に関する研究

一北欧の事例研究を通して一

主査鈴木義弘*1

委員本間敏行*2

北欧4ヶ国の知的障害者グループハウジングを対象に,平面計画上の特徴と面積水準の規定要因を明らかにし,加えて,国別

の違いが大きく認められる居住者の住生活の状況について,空間的条件とスタッフによるケアとの関わりを含めて分析・考察を

おこなった。個の領域確保とノーマルな生活の実現が重視されて具現化された事例は,これまで僅少であった貴重な情報の蓄積

となり,また,そこから読み取れる計画理念は,現時点における先進的な到達点を示唆するものとなった。最後に,わが国のグ

ループハウジング整備の課題について言及を加えた。
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1.研究概要

1.1研究の背景と目的

1.1.1わが国の状況

グループホームという居住形態が大いに注目されて久

しい。近年一般には1997年度に補助制度が創設された

痴呆性高齢者向けをさす場合が多くなったが,知的障害

者に対する国庫補助制度は,その8年前の1989年にさ

かのぼり,現在,厚生労働省認可施設と地方自治体補助

の事例を加えて,3000ヶ所を越える状況である。一方で

入所施設には現在約13万人が居住しており,依然増加

しているが,先般表明された宮城県の「施設解体」の方

針,さらに2003年度からの「新障害者プラン」におけ

る入所施設整備数値目標撤廃で,益々グループホームに

求められる役割は多大となる。

しかしながら,その住居水準の低さへの認識は希薄で,

計画理念の改善が急務であることを強調したい。わが国

の知的障害者のグループホームは,居住者(4～7名)

の各居室が確保可能な規模・構造を持つ戸建住宅の賃

借・買い上げあるいは同水準の新規建設が一般的である。

すなわち,標準的家庭を想定して建設された住宅が利用

されている。一般住宅における個室は,家族成員の主と

して就寝を担う居室である。障害を持ち,生活支援が必

要とはいえども,居住者は成人の男女である。その問題

点を列記する以下の通りである。

1)疑似家族的な住生活が強いられる点

居住者が必ずしも疑似家族的な共同生活を求めている

とは限らない。グループ・リビングの形態が,標準的家

庭の平面構成と同一であるとはいえない。

2)自立生活を阻害する居室水準

各居室は4.5～6畳程度に押入のあるものが一般的であ
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る。この広さは,せいぜい就寝と衣料および若干の私有

物を収納するだけにとどまるものであり,当然ながら食

事や便所・浴室その他の諸設備は共用である。この形式

は,いわば,「下宿屋」で,可能な限り自立的な生活を

促し,かつ,プライバシーを保障すべき住居水準として

は極めて不充分であると考えられる。

3)重度障害者へのケアが困難な設備条件

戸建住宅に準じた平面構成は,重度者に必要な面積・

設備水準を満たすことはできず,スタッフによるケアも

困難な条件である。

これらは,制度創設時にその普及が意図され,開設の

容易性が考慮されたことに起因するとも考えられるが,

それから既に15年余りが経過しているにもかかわらず,

改善の声を聞くことは稀である。複数人室での施設入所

生活から,地域生活へ移行し,個室を取得できた居住者

は,この点だけでも評価できると楽観視されているとも

考えられる。いずれにしても,改善型計画理念の早急な

提示のためにも,その範を求める必要がある。

なお,表題にも示したように,これ以降の論述にあた

っては,グループホームという用語に代えて,グループ

ハウジングを用いることとしたい。前者は,福祉的生活

支援の意味合いが極めて強く,数名がグループとなり「家

庭的な」居住環境を形成するという特別な条件を想起さ

せるためであるt`}三1)。

1.1.2北欧のグループハウジング

北欧においても,建築計画学的な観点での資料は乏し

いが,空間類型に関する指摘と概要が認められる参1)。

これによると,以下の3段階に区分して捉えられている。

1)「従来型(イナック型)」:居住者は個室を持つが,居

間・台所・浴室などは共用のタイプ。スウェーデン語の

イナックInackorderingshemは,まさに「まかないっき下

宿」の意である。

2)「改良型(レーゲンハイト型)」:各居住者専用の居間・

台所・浴室などのある独立住戸タイプ。レーゲンヘイト

LGH=Lagenhetは,アパートの意。

3)「自立生活型アパート」:居住者2居室が確保された

住戸(=アパート)をもち,加えて,居住者共用の居間・

台所・浴室・トイレなどが設けられているタイプ

例えば,スウェーデンでは1967年の制度創始期には,

「従来型(イナック型)」にとどまっていたが,現在,

ノルウェーを含めて,約2/3が,「改良型」であるこ

とが報告されている。また,残る「従来型」も,「改良

型」へ移行させる旨の行政指導が行われている。

わが国はようやく「従来型」を建設している段階であ

る。北欧の知的障害者に関するこれ以外の文献資料は,

社会福祉系研究者,ソーシャルワーカーらによる理念や

政策面などに論点がおかれたものが中心であり,高齢者

関係の諸施設に比べ,建築的な情報が圧倒的に不足して

いるといわざるを得ない。

1.1.3研究の目的

以上から,本研究は下記の諸点を目的に実施する。

1)決定的に不足している北欧の知的障害者グループハ

ウジング事例の採取・データの蓄積

2)それらの住空間および住生活に関する分析・考察と

国別の比較による特徴の把握

3)わが国との比較考察および水準向上の指標提示

4)長期的には,障害種別を越え,さらに高齢者居住を

含めた集合居住のための良好な住宅ストック形成の一助

となる知見獲得

1.2研究の方法と調査対象の選定

研究対象は,2002年9月から翌2003年3月にかけて

の3度の渡航調査によって訪問し,プランおよび家具レ

イアウト採取・図面入手・ケアスタッフや居住者へのイ

ンタビュー調査を実施したノルウェー,スウェーデン,

デンマークおよびフィンランドの北欧4ヶ国の事例であ

る(図1-1)(表1・一一・1)。

事例選定には,各国の特定の都市に集中せぬよう配慮

し,各地の大学研究者や障害者組織,行政関係者などの

キーパーソンに依頼したものである。従って,行政単位

(コミューン)では19地区におよんでいる。

1.3居住者数および居住ユニットの特徴

1.3.1性別と年齢

対象住居の居住者は297名で,性別は男性162名,女

性119名統k2)と,4:3の比率でやや男性が多いが,基本
的に男女混合が前提である。

このうち,フィンランドは男女比がほぼ2:1で,男

性のみ5名<fi-04>のGHも存在する。さらに、居住ユニ

ットの大きなGH〈fi-05×fi-09>においても男性入居が高

く,その一方で,Finnakoti(女性の家)と呼称され、意

識的に女性4名のユニットを形成している例<fi-05-b>も
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図1-1調査対象グループ・ハウジングの所在地
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みられる禰。これら3例は,親の会による運営であり,

性的トラブルに慎重であることが一因のようだが,他の

3ヶ国における居住者の男女比に大きな偏りは認められ

ない。デンマークとノルウェーで男性のみの事例が存在

するが,あえて男女混合にする意思もみられない。むし

ろ混合には積極的で,居住者のなかの3組が婚約したカ

ップルで,うち2組<sw-02><dk-06>はそれぞれの住戸に

居住しながら近接しており,他の1組<dk-11>は,同居

生活9年めであった。また,スウェーデン・イエテボリ

では,カップル専用住居(61M2/戸)の建設中である。

1.3.2人数構成と居住ユニットの特徴

居住者総数では,2ヶ国で10名を超える事例が計8例

存在するが,デンマーク3事例はいずれも5～8名単位

の居住ユニット毎の別棟に分けられているのに対し,フ

ィンランドは同棟を平面的に区分してユニットを構成す

る2事例と,居住ユニット概念が確認できない多人数構

成の3事例に大別された。しかし,ノーマライゼーショ

ン発祥の国デンマークでのインタビューにおいて,望ま

しい人数は24～32名程度ではないか(もちろん,8名3

～4ユニットを想定しているもの)という意見が聞かれ

たことは,経済的な負担が大きく,ケアスタッフの効率

性を考慮した合理性重視の見解もあった。居住ユニット

でみると,5名ユニットが最も一般的で,スウェーデン

ではすべての事例が4～6名の範囲にとどめられており,

表1-1調査対象グループ・ハウジングの基本項目

                           基本事項グループハウジングの概要入居者・スタッフ人数(人)

                           国名コミューン呼称コード設立年ユニツト数建築概要住居形式住戸アクセス形式入居者数スタッフ
                           棟数形態構造立地室数階数ill[llIViiiiiiivV総数人数男性女性人数夜勤

                           NorwayTrondheimSk'etnehauenno-01199611戸建木造住宅2一1+1551481                           Netunveienno-02肇99611戸建木造住宅2一1+1韓44138.51
                           Havsteintunetno-03199211集合木造住宅2一1+2441371

                           BergenSkivebakkenborellesskano・04199611集合木造市街24、66604.51                           Hatleveienbofellesskano-05199611戸建木造住宅22555072
                           SvadediksveienBolierno・06199211戸建木造住宅2?377435.11

                           Sandviksveienbe「ellesskano-07200211集合RC住宅131305477435.51                           OsloLsehaanno-08199911戸建木造住宅2・1+2443110.52
                           Blokkaveienno-09199311戸建木造住宅2255239.81

                           9住居3一9一99一一一一一000鷹44474727205711

                           SwedenHalmstadTimmernansgalan23sw-01-a層..麟,・一・閲1...響隔sw-01-b199111集合木造市街2"隔翻・..響22一「.響,,繭rr璽噸,.,ρ「65曜,,,画o∩13282
                           ,,,.10

                           Tlmmernansa吐an22sw-0220011雀集合RC市街245523

                           G6teborgSkosbrnetsw・03200011長屋煉瓦郊外116642101                           B唐S拍densw-04-a199911集合SRC郊外11/8■ψのの・噛.・●.冒・52・・畠・冒冒響33.00291                           圃ρ「曜響曜.,響,一■.弓騨sw・04-b曜曜-冒噴,ρ1(2)亀曜層曜響,・畠
                           VarbergSkallinesw-05199911戸建木造農村22553261

                           UppsalaStomsvalansw・06198511戸建木造住宅21轟552391                           Stenbergsvagen225sw-07-a.・畠一9・・●剛卿脚一■▼騨sw-07-b199211集合RC住宅2噛9・…,2116,■.,・.2/6・・o圏●..,■●凸・■■,幽●●●■,53,.層,■昌・23261

                           StockholmNorrとullsatan12Asw-08199911集合RC市街24/60650316671                           Hagagatan17Asw・09198211集合RC市街1(2}2'6442261

                           9住居5一12一99一一一一一13547472318619

                           DenmarkHvals②S¢holmdk-01199912長屋煉瓦農村21凸凸臨脚」・・邑.6「,,,・・555070
                           NorreDjursのrumD'ursdk-02199712戸建煉瓦農村21664280

                           ArhusMa}v紀nget199222戸建煉瓦郊外221.■■■■.■,・層,一.■,.西6-.層■・■■157..■■,■-887141                           dk-03-1.■.,...一・・.,■-dk・03・2■■●7..1畠胃.
                           HinnerupHindhz'endk-04199812戸建煉瓦農村219945111

                           O匡terupStadbnvel14.16dk-05-1.「一一.,・,,.■.璽・dk-05-2199522戸建煉瓦郊外221■…P7■°o-,..,冒一■ρ.・幽106・・■・り卿一43■...33120                           .■璽・曜層1・.,.,,.騨,4..り・9-0

                           SondersoEdelk田r30-40dk-06199811戸建煉瓦郊外21■.圏噛臨臨,圏・璽冒,輔.・,、華663340                           FrederikssundRosenfeldt1-4200133戸建煉瓦郊外2221・凸■曽曽曽::::':::177・・昌....5.一.一「,,53..12443201                           dk-07-1昌■臨冒,■...…臨■曽dk-07-2..・囎,,,「「,脚....dk-07・31.一「■,.1::
                           LindeAII白8dk-08199911戸建煉瓦郊外21552351

                           CopenhagonOveBillesve'12dk-09199111戸建煉瓦市街12552320

                           Lundedammen4dk-10199911戸建煉瓦住宅21.曜A9,..-07..■・553240
                           Borghaven31dk-11198611戸建煉瓦住宅1一1+2舞39441320                           11住居8一15一1518一一一一一1112111187874443834

                           FinlandHelsinkiEliasandKotikutonen5-01199711戸建木造郊外壌・1+2554140
                           EiMainokusiafト0211戸建煉瓦郊外1一1+1997291

                           Vattuniemenienhm昌koti行一〇3200111集合RC市街1216997290

                           RuoholanasuntOla桶・04199511集合RC市街1314曙■璽■■,■o■,,■・.555020                           TampereTampereenKehiWsvammaiStenTuki行一〇5.a・・隔塵曽■...・幽・・畠曜fi-05-b199212戸建木造住宅2冒.冒...・歪..,冒霧1,」一・幽1716■・.・.■.1τ4230                           一1+2■・・噂り曜一1+2一.∩りの・畠,◎曜層層・.・■01
                           PuistokOli●■●■■■,■■一一一,.,凸.・.一一.■一一〇...「..幽一■幽■,・Fannikotifi-06-1■.」.の.,一卿,,■,■,而一〇6-2199821集合RC市街1.一.一.一,12/6.「,,9櫨晃'°°°1814,・・.幽一,411...03440

                           Ranlarai賦ikotif卜07-1fi-07-2200021戸建煉瓦住宅1霊1,.69,.ρ噛,.,,・・,.14776881                           Jyvasky悟KoUkadano(EStalehome)「i-08-1・.・・.■冒.7・一■,■■縮一〇8-2層曽冒一..■■■7曜冒.・■行一〇8-3199631戸建煉瓦住宅1璽・.,■.,17.,・一・曜11:::::::::::135卿.・・.■■4冒冒冒7.,,476121
                           KehitsvammaistenPalvelus琶at6fト09199311戸建RC住宅23'い冗,2222157151
                           Ai賦okoti而一10199511集合RC住宅1114442220

                           10住居3一15一1411一『一一一5640632401161167838684

                           計39住居19一51一4747一一一一}77291091551210297297162119輔蔓七28
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全体でも約3/4を占めている(図1-2)。

従って,対象住居は39例,居住ユニットでは47ユニ

ット,平面構成別では51タイプが考察対象である胴。

ノルウェー

スウェーデン

デンマーク

フィンランド

全体

O%20%409660%80%100%

コ　　　ヨ　ロ　　にコア　ロ　り　ヒ　　　ヨノし　ニヒ

図1--2居住ユニットの人数構成

1.3.3スタッフ支援体制

居住者のケアにあたるスタッフについても,数および

勤務体制の上で,各国では異なった特徴がある。

スタソフ数は,ノルウェーとスウェーデンが突出して

おり,居住者ひとりにそれぞれ1.2名と1.3名のスタッ

フが確保されている。この数値は,両国で併用されてい

るパートタイムの時間を,フルタイムに換算したもので

あり,延べ人数では,これを大幅に上回るワーカーが,

居住者と接していることになる。また,両国ともすべて

に夜勤者が常駐している。

フィンランドでは,居住者数が大幅に上回り,ひとり

当たりスタッフ0.6名である。数値の上で中間的なデン

マークでは,居住者とスタッフがほぼ同数で,この水準

でも濃密な支援体制であると評価できるが,この2ヶ国

で夜勤が実施されているのは,それぞれ4例ずつにとど

まるのが共通点である(表1-2)。

表1-2ケアスタッフ数(人)

     ノルウェースウエーデンデンマークフィンランド

     平均居住者数5.25.27.911.6

     平均スタッフ数6.46.77.66.8

     一人当たりのスタッフ数1.21.30.90.6

2.グループハウジングの立地・住居形式・平面構成

まず,対象住居の建物形態の特徴について考察を行っ

た。4ヶ国における相違点の解明が主眼ではないが,各

国の特徴が浮かび上がる。

2,1立地と建物形態

住居の立地を,「市街地中心部」「市街地の住宅地」「郊

外の住宅地」「住宅のすくない農村部」に大別し,戸建

て住宅か集合住宅かを合わせて概括すると,スウェーデ

ンでは,集合住宅利用が過半を占めた。利便性を享受す

るために市街地生活を希望する居住者に合わせて立地を

選定している点がその要因である。フィンランドでも,

市街地中心部で集合住宅利用,郊外部では住宅地におけ

る戸建て住宅利用の傾向である。ノルウェーは,立地と

の相関は認められないが,戸建てと集合住宅が相半ばし

ている。これに対して,デンマークでの集合住宅利用は

認められない。立地も市街地立地が少なく郊外型を志向

しており,地方都市においても例外ではない。

2.2住居形式による類型とその特徴

の

2.2.1住居形式類型の概念規定

GHは,一般に下記の室空間によって構成されている。

・居住者の個人的領域:Privatespace
=住戸(あるいは,居室)

・共用領域:Commonspace(「コモン」と総称する)
a居住者の共用滞在空間=共用居間・食事室・厨房

b居住者の共同利用設備=洗濯室・倉庫

c.ケアスタッフのための諸室=事務室・宿泊室など

前述の既往研究を参照しながら,室空間の確保のされ

方によって,住居形式を下記に示す定義に従って4タイ

プに類型化したtV・5)(図2-1)。

〈1:シェアード・ハウジング(イナック型)〉(Shared

housingInackorderingshem野pe):一住戸に複数が居住し,

居住者の個人的領域は居室のみで設備等は共有する形式

〈ll:シェアード・ハウジング(設備付加型)〉(Shared

housingwithsanitary):居室に衛生設備が付加された形式

く皿:コレクティブ・ハウジングCollectivehousing>:キ

ッチンと衛生設備を備えた複数の住戸と,共用領域によ

って構成された住居形式

<IV:コーポラティブ・ハウジングC()-operativehousing>:

単独アクセス型の独立した住戸と,共用の空間によって

構成された住居形式

すなわち,住居であるGHの個人的領域は,<1>と

<II>の場合「居室」,〈皿〉と<IV>の場合「住戸」

と呼称することになる。

1シェアードハウジング型
くイナック型〉

繭徊

皿シェアードハウジング型
く設備付加型〉

幽縦封

皿コレクティブハウジング型Wコーポラティブハウジング型

舘
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図2-1住居形式の類型
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        収納§一"、「疋]も岩_凋竃4冷そ諦纏竃5'馬職μ鐵ヨ:塚恥
<1F>

図2-2<1>タイプの事例.dk-・09

/コム

慧瓢響
。韮sr。li」IEスタ撫,

蕪難…鞭㌦昇

scale:〃500

図2-3〈∬〉タイプの事例:fl-03scale∫1/500

<Upperfioor>アプローチ階

〈2F>

＼、

<Lowerfioor>
冒

図2-4〈皿〉タイプの事例:no-05scate'1/500

2.2.2対象国の特徴

この類型でみると,〈皿〉タイプが過半(52.99。)を

占め,<IV>タイプを加えると7割を越える(725%)。

このうちスウェ・一一一デンとノルウェーは,〈皿〉と<IV>

タイプが相半ばするが,デンマークは概ね〈皿〉に収束

する一方で,わが国と酷似する〈1>タイプも皆無では

ない注6)。フィンランドでは,<1>～〈皿〉タイプが混

在し,設立年との相関も少ない。すなわち,運営主体の

考え方に依拠する段階である(図2-6)。

2.3住居の平面構成

2.3.1住戸(居室)へのアクセスの形式

1)住戸アクセス形式類型化の概念規定

共用領域(コモン)と各住戸(居室)の位置関係は,

住生活像に関連深い指標であり,これも5タイプに区分

した。共同生活志向の隣接型(<i>)か住戸の独立性

重視の分離型(〈血〉～<v>)かである。<ii>はそ

れらの混在型である(図2-7)。

〈i:共用空間アクセス型〉:共用領域(コモン)と

住戸(居室)が隣接しており,外部からのエントランス

もコモンに設けられているタイプ。

〈五:共用・住戸混在アクセス型〉:各住戸(居室)

がコモンに隣接する<i>と,廊下を経由してアクセス

するく出〉が混在しているタイプ。

〈ih:共用廊下アクセス型〉:エントランスからコモ

ン,廊下を経由して住戸(居室)にアクセスするタイプ

〈iv:中間的空間アクセス型〉:コモンと住戸(居室)

の中間にエントランスをもつタイプ。

〈v:住戸独立アクセス型〉:コモンと住戸(居室)

それぞれにエントランスをもっタイプ。

図2-5<IV>タイプの事例:sw-03scale1/600

ノルウェー0

スウェーデン

デンマーク

フィンランド

全体

0% 20%40%60%80%100%

口<1>【ヨ<n>国<Ill>駆<IV>

図2-6住居形式の特徴
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1
:

 ・i

…
…

……丁"

 灘i

I混在型

iv中間的空間アクセス型

1翻戴
・1雛1

<凡例>

prl_..住戸/居室
sem.._中間的空間

分離型

'…ll°協帯ラモ薙「一層'、
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  鱒雛灘難灘講譲難羅譲   ムム
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  鐵懸

v住戸単独アクセス型

鑓鯉嚥

図2-7住戸アクセス形式の類型
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図2-8<i>タイプの事例:dk-06scale:1/500

 …噌

2)対象国の特徴

スウェーデンとノルウェーは,住戸形式<IV>が多い

ことを反映した<V>タイプをはじめ,〈1U〉と<iv>

を加えた住戸(居室)独立性重視の配置が支配的だが,

デンマークでは混合型の<li>が過半を占め,<i>タ

イプも合わせると対極的に集団生活志向の平面構成であ

るといえる。フィンランドはこの面でも各タイプに分散

している(図2-13)。

ノルウェー

スウェーデン

デンマーク

フィンランド

全体

O%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

:ll纒犠駕:ll:灘;熱>B〈iii:m下アクセス型〉

図2-13住戸アスセス形式の特徴
瓢

図2-9<ii>タイプの事例:dk-02scale:1/500

図2-10<iii>タイプの事例:fi-10scale'1/500

<Upperfio◎r>

:アプローチ階

<Lowerfioor>

図2-11<iv>タイプの事例二no-08scale'1/500

図2-12<v>タイプの事例:no-06scale:〃500

2.3.2個室化および居室数の状況

一部に2人室の特殊な事例・dfi-05>が存在し,あるいは,

カップルでの居住がみられたが,個室化は大前提である

ことはいうまでもない。さらに,住居形式く皿〉と〈IV

>の場合は,居間と寝室に機能分化させた2居室化の傾

向にすすんでいるといえる。むしろ,これが支配的であ

るというべきかも知れない。

ことに,デンマークとノルウェーでは,原則2室型に

移行している。開設時期が比較的早く,行政指導で近い

将来2室化予定の事例が例外として残るのみである。ス

ウェーデンでは,2室化が厳密には適用されておらず,

選択の自由度が残されている。依然1室型が中心のフィ

ンランドにおいても,2室型が存在している。

2.3.4住戸(居室)の平面類型

1)住戸(居室)平面類型の規定

住戸(居室)は,居室数とトイレ・シャワーユニット

(以下,ST)の配置によって平面計画上の特徴が見いだ

せる。これについても,以下の6タイプに分類して考察

を加えることとした(図2-3)。

〈A型〉居室外にSTがあるタイプ

<B型>1室型の住戸(居室)にSTをもつタイプ

<C型>2室型で,居間からSTヘアクセスするタイプ

〈D型>2室型で寝室からSTヘアクセスするタイプ

<E型>2室型で寝室と居間あるいはエントランスの両

方からSTにアクセスできる2ウェイタイプ

<F型>2室型で住戸のエントランスの近傍にSTが配

置されているタイプ

〈A型〉は住居形式<1><ll>に対応し,〈B型〉
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は住居形式<H>～<IV>の1室型に対応するものであ

るが,これが2室型になると配置に〈C型〉～〈F型〉

のバリエーションが生じる。STも考慮した住戸(居室)

の平面構成について捉えることとする(図2-14)。

・{…戴i飛鞍i雛臨
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1鞭難欝
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⇔

図2-14住戸(居室)の平面類型

2)各国別および住居形式による特徴

この点でも,4ヶ国の特徴が認められる(図2-15)。

フィンランドは,住居形式過半が〈1>と〈ll>であ

るため〈A型〉<】3型>2タイプに大別され,寝室から

のSTアクセスである〈D型〉は1事例<fi-09>にとどま

っている。逆に,デンマークでは,この〈D型〉が支配

的であり,3/4を占めている。

スウェーデンにおいては,住居形式<IV>の場合すべ

て一般的なフラット構成の〈F型〉であり,全体でも5

割も占め,一般住戸と同様の平面構成を志向していると

いえる。ノルウェーにいたっては,2ウェイアクセスの

〈E型〉と〈F型〉の2タイプに収敏されており,後者

が3/4にのぼる。

障害を持ち,生活のサポートが必要な居住者を考慮し

て,寝室からのSTアクセス〈D型〉が支配的なデンマ

ークと,一部に2ウェイアクセス〈E型〉を併用しなが

ら,一般住居の平面構成〈F型〉を主流とするノルウェ

ーは,対照的である。また,住居形式と対応する形でバ

リエーションの豊富なスウェーデンの柔軟性は,高く評

価できると考えられる。

ノルウェー

スウェーデン

デンマーク

フィンランド

全体

O%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

N<A>[コ<B>國<C>口<D>麗<E>口くF>

図2-15住戸(居室)の平面類型による特徴

2.4障害の程度との関係

本章で考察を行った室構成における住居水準の高さは,

居住者の生活自立の程度とは基本的に相関はみられない。

補助具歩行も困難でベッド移動室内にリフターを装備

した重複最重度障害者の居住するスウェーデンの事例

<sw-07-a>は,1室構成の合理性を反映したものだが,支

援の必要性に相応のケアスタッフ配置と,住居の水準確

保は異なる問題であるという認識であるといえる。

3.住居の面積水準について

3.1グループハウジングの規模

居住者数が幅広く分布するため,住居の延床面積は,

150㎡あまりから,1000㎡を大きく上回る事例までが認

められた。以降,居住者ひとり当たりの面積水準で分析

を行うtV7)tF・8)(表3-1)。

まず,延床面積は40㎡台から90㎡台に広く分布して

いる。デンマークでは,当初建設された住居棟とは別に,

サービス棟(スタッフ室・研修室などの共用室)新設の

事例が2件存在した<dk-02×dk-04>。スタッフの事務や

宿泊空間は,本来の住居である居住者の領域に設置すべ

きでないとの理由からで,この結果いずれも60㎡台か

ら80㎡台に規模水準が上昇している。これらを除くと60

㎡台が主流である。一方,スウェーデンでは,50㎡台か

ら70㎡台に分布し,ノルウェーになると上限が90㎡台

表3-1対象グループ・ハウジングの面積データ

           国名コード基本事項全体面積(r㎡)1人当たりの面積(π9共用/延床
           人数(人)住居形式延床面積共用面積住戸面積延床面積共用面積住戸面積×100(%)

           Norwayno-015y410215982504820320501390           no・034lll22276591568557165392296

           noイ)46M360712362371601206395343

           no・055lll432216052717864321543371

           noO67財4458558390063780557125

           no・077鯉38618453016552{21431219

           n伊084lll378614522334947363584384

           noO95lll357211492423714230485322

           SwedenswO1-a■,o隔■・■璽swO1-b5・冒7,閂"1IIIρ.◎・..IV433614381950畠幽幽・繭470720圃●9・0703237483"圃,■■■470332           sw・025lV36097422867722148573201

           sw・036y31504502705257545143

           swO4-a..・・畠o..,.・sw-04-b2h-.」晶,.-31随響.,昌「「四2980830780■■r・■ワ71370556一ρ曜璽r●り623166冒,7,,.一昌390「・響.冒.隔繭457279
           sw・065闘1390915292380782306476391

           sw・07・a.冒.層..噛swO7・b39昌・晶...21臆.-.湿377813011483.「冒一曜7994754噂●曜響757260494....,-497344

           Donmarkdk-015lV3140472266852379445で50
           dk-026Ill508326112472847435412514

           dk-03-1・,●.・.噛dk-03・279・,●層8..ml.川1000338213273●甲冒,噛2912675・一一682266409膨層,.,・4書6382
           dk・049lll699536993296874462412529

           dk-066lll416015802580693263430380

           dk・07-1,..一層.,dk-07-2・,….9噌dk・07・37,,..璽一5昌●馴●●5llI,,層層卿lll一噛9・剛llI{238054612751・.噸2084・●....・2084714,,冒曜曜一9741■・・,,741321393曜,,,420◎u幽冒●,噂420441
           dkO85llI305011841866610237373388

           dk-09512406139010で6481278203578

           dk-105闘1330013002000660260400394

           dk-114ll25501756794638439199689

           Finland行039眼377814382340420で60260381           轟045lll234712381109462248222527

           程05a畠一一一■,幽行一〇5-b13醜塵,.偏●・4Ill,..・璽169892822376卿".・4072489,一,,・■312176313囑●,,136404
           鮪一〇7一睾贈一一.響,9凸嚇り行・07-27.,.咀・,・・71.響,...「734052251058.響,,9・1058524聯,響790524372151.,幽9-「.,等51712

           侮08-1■,.■o.璽行08-2,一,.囑璽,而08-35曜..鴨.4Ψ,,4lI■一幽腱r冒一冒噌ll616035509320顧・-932冒.剛7464400・440.,ρ..440254186-●,,●縛●4e6¶o一,186576
           而・0922III侶495104958000841474364567

           碗て04115571057500389275125679
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まで存在している。フィンランドは,住居の領域との境

界が不明解な複合機能を有する事例や,共用設備規模が

極めて大きいなどの特異事例を除き,40㎡台が中心で,

他の2力国と比べてその格差が甚大である。

3.2住戸(居室)の面積水準

面積構成の内訳をみると,住戸(居室)の面積は,デ

ンマークが基本的には40㎡/人の高水準で平準化して

いる。スウェーデンとノルウェーでは,さらに面積水準

が高く,40㎡/人から50㎡台後半の範囲まで分布して

いる。平均値でデンマークを約10㎡上回る結果となっ

た。これに対し,フィンランドは,10㎡台～20㎡台に

分布している。前項で示した延床面積の水準が,住戸(居

室)の面積にダイレクトに反映している。

一方,共用領域の面積水準の高さが,デンマークにお

いて際立っているが,これ以外の3ヶ国では非常に幅の

広い範囲に分散しており,計画の個別性の高さが指摘で

きる(図3-1)。

ノルウェー

スウェーデン

デンマーク

フィンランド

(m)07020304050607080

口入居者住戸(居室)面積團共用面積

図3-1各国の面積水準

3.3住居形式と面積水準の相関

面積水準は,前章で規定した住居形式<1>～<IV>

との相関の極めて強いことが認められる。居住者一人当

たりの住戸(居室)面積は,<1>から<IV>になるに

従い,明らかに上昇を示す。ことに,<H>とく皿〉の

間に2倍以上の格差があり,大きな変局点となっている。

これに対して,共用領域(コモン)の面積は<1>から

〈皿〉の間に大きな差異は見られず,一定値に収敏して

おり,むしろ〈IV>で極めて顕著に減少している。この

ため,住戸(居室)面積に格差が大きいにも関わらず,

住居(全体)面積では,〈皿〉が最も規模が大きく,よ

り自立生活を志向した<IV>を大幅に上回る結果となっ

ている(図3-2)。

住居全体の面積の中に占める住戸(居室)と共用領域

の面積構成比に置き換えてみると,住居形式が<1>か

ら<IV>に移るに従い,住戸(居室)の構成比は顕著に

増加するという傾向が,より明確に示される(図3-3)。

〈1>タイプ

<ll>タイプ

<Ill>タイプ

<IV>タイプ

<1>タイプ

<ll>タイプ

〈川〉タイプ

<IV>タイプ

0

2040608(

翻入居者住戸(居室)面積魍共用面積

図3-2住居形式と面積水準の相関

0% 20%40%60%80%100%

囲入居者住戸(居室)面積臨共用面積

図3-3住居形式と面積構成比の相関

4.居住者の住生活に関する特徴

4.1生活自立度

食事や日中活動の状況については,居住者の生活自立

度に依拠する要素が極めて強いが,対象国では,人権的

配慮から知的障害者の知能指数測定は行われておらず,

これに代わる段階的な障害の程度を示す指標も存在して

いない。各個人に必要な支援内容を表す詳細な資料と,

これに応じて,かっ,各国の制度に則した体制が用意さ

れている。

概括的に捉えるならば,入所施設解体の完了したノル

ウェーと,これに準ずるスウェーデンでは,生活行為全

面要介助や24時間ケアの必要な比較的重度の障害を持

つ居住者が多いといえる。デンマークは,県(アムト)

単位で入所施設が残され,徐々に地域生活に移行してい

る模様であるが,最重度者は施設生活を強いられている

一方,軽度者は週2回程度の支援のある一般住屠生活を

促しており,その中間的にグループハウジングが位置づ

けられている。フィンランドは,大規模な入所施設が存

続しており,地域生活を営む居住者は比較的軽度の段階

である。前述のケアスタッフ数は,その反映でもあり,

これが以下に示す生活の状況にもつながっている。

4.2食事における支援と場所

平面構成は,具体的には基本的な生活行為である食事

や洗面・入浴の遂行場所を規定するものである。洗面・
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入浴はSTの配置,すなわち,住居形式の類型に対応す

るものだが,食事を「共同」でとるか,各「住戸」か,

居住者に応じた「不定」であるか,選択性のある住居形

式く皿〉について,聴取酌)をした状況に考察を加える。

原則は「住戸」で朝夕とも食事をとる傾向にあるのが

ノルウェーである。スウェーデンでは「住戸」と「共同」

に2分され,これとは別に<IV>タイプが多いことを考

慮すると,可能な限り「住戸」での自立生活を図ろうと

する方針が読み取れる。夕食は通常「共同」だが毎目交

代で週一度は各アパートで食事をとり,自立化への移行

を試行する事例<sw-08>などはその証左といえる。デン

マークでは,朝食の場所として「住戸」や「不定」の事

例がみられるia1°)が,所在地に関わらず夕食は「共同」

で行われ,この点でも各住居間に共通性が強い。フィン

ランドも同様に,〈皿〉タイブであっても「共同」での

生活が前提の傾向である(図4-1,4-2)。

ノルウェー

スウェーデン

デンマーク

フィンランド

ノルウェー

スウェーデン

デンマーク

フィンランド

0

1難i甘i,'

2468101214

團共同團住戸口不定

図4-1食事の場所(朝食)

0

24681012;4

圃共同團住戸口不定

図4-2食事の場所(タ食)

4.3日中活動

目中活動は,全数でみるとデイセンター(以下「デイ」)

へ通う約4割と「福祉就労注11」」の約3割で過半を占め

るが,スウェーデンでは,わずかな「在宅」を除くとす

べて「デイ」利用であり,ノルウェーでは「デイ」を中

心にしながら「福祉就労」と「在宅」に分散している。

フィンランドはこれに「一般就労」と「学校」へ通う居

住者が加わって多様性を示すのは,比較的軽度者多いこ

との表われであると考えられる。一方,傾向を大きく異

にするのがデンマークで,「福祉就労」が中心である点

が特筆され,この点でも,同国の入居者選定基準の平準

性が認められる(図4-2)。また,ホームデイと称する

日が,週に一度設定されており,スタッフの補助を受け

ながら,居住者自らが洗濯や自室の清掃などが行われて

いるのも,デンマークの特徴である。

ノルウェー

スウェーデン

デンマーク

フィンランド
6,4
.

b獅鵜i
騰縫。、灘馨

霧

鞍

0%20%40%60%80%100%

■一般就労團福祉就労ロデイ旧在宅田学校圏未聴取

図4-3日中活動の状況

5.総括

5.1北欧におけるグループハウジングの住居水準

5.1.1平面計画上の特徴

1)個人的領域PrivateSpace

基本的に全面介助の最重度者であっても,STと調理・

食事機能の備えられた住戸に居住していることが確認さ

れた。その必要性は,人権尊重のためのノーマルな環境

確保であり,機能的には家族や知人の来訪などに備えた

社会的関係を維持するための要件と位置づけられている

ためである。さらに,室構成はワンルーム・タイプのみ

ならず,2室化が進んでいることも特筆される。

2)共用領域CommonSpace
共用領域の室構成や面積水準は住居によって個別性が

極めて高い。しかし,平均値でみると,居住者ひとり当

たりの床面積は,各項目で顕著な特徴のみられた国別や

住居形式との相関がなく,一定値(=約30㎡/人)を

示すことが明らかとなった。これが,北欧共通の標準的

面積水準といえる。

3)住居形式

上記の反映として,住居形式は〈皿〉タイプが主流で

ある。わずかに〈1>タイプも残存しているが,近く消

滅する動向である。〈皿〉タイプの場合,一般住戸と同

等に近い個人的領域と,グループ・リビングのための領

域が必要なため,一般住居の面積水準を上回る。この理

念が受け入れられ,実現している。

51.2面積水準の規定条件

その中で確認される面積水準の個別性は,個人的領域

の計画の相違が直戴的に住居形式に反映した結果であり,

これが国別の特徴となって表われている。

すなわち,住居形式〈1>から<IV>に従って面積水

準が向上し,なおかっ,住戸(居室)と共用領域の面積

構成比においても,住居形式と強く相関を示す。一方,

共用領域の面積水準は,前述の通り一定の規模に収敏す

る。ただし,<IV>になると,共用部分の依存度の低さ

に起因して面積は顕著に減少する。従って,延床面積は,

〈皿〉よりも小規模で成立している。
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5.2国別の特徴

5.2.1ノルウェー

住居形式はく皿〉と<IV>に2分され,面積水準は最

も高い。居住ユニットも少人数で構成されており,入所

施設の解体が最も早く完了し,居住者の重度化傾向が高

いことに,ノルウェーではスタッフ人員の手厚さで解決

していると考えられる点が大きな特徴である。従って,

2室化も進んでおり,食事も各住戸で行われる傾向が強

いなど,共同生活から自立生活へ移行するための環境整

備を原則に計画されている。

5.2.2スウェーデン

ノルウェー同様に住居形式はくIII>と<IV>に2分さ

れるが,住戸平面は2室型を原則としながらワンルー

ム・タイプも併存している。また,集合住宅の一部を占

める場合と戸建て住宅の両タイプが併存し,これは立地

条件とも関連を示している。住戸アクセス形式もく五～

v>の範囲に分布し,一見多様であるが基本は住戸の独

立性を重視している。さらに,同一ユニットでも住居形

式や平面構成が複合している場合も多い。

2000年度末予定であった入所施設解体は,完全には実

現していないがもはや例外的で,グループハウジングに

ほぼ移行しているため,居住者の障害の程度には幅が大

きい注12)。従って,これらニーズ違いは,スタッフのケ

アに依拠するのみならず,同一のユニットでも住居形式

や平面構成を複合させ,この空間的な対応によっても許

容する配慮が確認でき,強く評価できる点である。

5,2.3デンマーク

住居形式はく皿〉で戸建て住宅,住戸のアクセス形式

は<i～li>の共同生活志向の平面構成が支配的である。

これは,食事場所(特に夕食)がことごとくコモンであ

ることとも符合している。さらに,住戸平面も,2室型

のST寝室アクセス〈D型〉に収敏し,立地も設置年次

の早い既存住宅改造型を除き,基本的に郊外型である。

すなわち,住居水準は極めて高いレベルを保ち,生活の

スタイルは,全国的に平準化を示している。

これは,高水準の生活を効率的に支援する合理主義の

表れだが,施設入所者と自立生活者との中間に設定され

た入居要件の制約との関連も一因であると指摘できる。

5.2.4フィンランド

居住者数とこれに対応した面積規模や住居形式などの

空間的側面や,共同生活の傾向が強い点など,ミニ施設

の要素を含みつつ,全般的に多様で個別性が強い状況で

ある。居住者には就労者も多く,軽度中心で,原則就労

要件が前提の日本と近似した段階であると判断される。

従って,これからのトレンドは,必ずしも明確ではない

が,先進事例やインタビューなどから推察すると,今後

は他の3ヶ国に追随してゆくものと考えられる。

5.3日本の位置づけと急務の課題

わが国における住居水準向上を図るにあたり,北欧諸

国との相違点を考慮せねばならないが,まずは,成人の

「自立」にっいての考え方が挙げられる。対象国を含め

欧米においては,18歳から20歳頃までには親元を離れ

るのが常識化しており,障害者においても例外ではない。

未婚子の親との同居率の高さに代表されるように,若者

の親への依存に極めて寛容であるわが国とは対照的な状

況である。これは福祉的配慮の生活支援においても,依

然として保護的な対応が存続していることと無縁ではな

いと考えられる。好意的であるにせよ,世話人が食事と

室内美化の支援を槻代わり」といえる立場で担ってい

る傾向が広く認められる。

また,バックアップ施設の担当職員が,「先生」と呼

ばれて物品の購入や外出行動などに関する許認可を与え

る管理者的存在となっている例が,依然として存続して

いる点も挙げられる。

ノーマルな地域生活のための「グループホーム」は,

普通の生活に近い既存の一般住宅の形式を踏襲するとい

う手法も方策のひとつではあるが,上述のような管理主

義的,疑似家族的な集団生活ともいえる生活スタイルを

背景に,狭小な面積水準でも成立している実態は見直す

余地が大きいと考えている。

こうした現状と北欧諸国との住居水準の画然たる格差

を併せてみると,制度発足時に設定された「創始期」の

段階から早急に脱して,施設解体が緒にっいた「普及期」

の現時点でこれが抜本的に改められるべきであり,また、

現状での軽度者中心の居住者の自立生活移行と,重度障

害者の入居の促進を前提としながら,下記の計画要件を

提起したい。

・住居形式のほとんどを占める<1>は,<H>のプロ

セスを経ることなく、<III>へ移行すべきである注13)。

・このためには,戸建て住宅利用を想定した前提から,

一部で試行されているグループハウジング用住居の建設

への移行を,さらに促進する必要がある注14)。

・面積水準は,各住戸(居室)少なくとも20㎡/人,

延床面積45～50㎡/人程度が求められる。

・望ましくは,住戸に2居室を設けたタイプの建設も促

進されるべきである。

・その上で居住者ニーズの多様性には,コモンの確保の

され方や生活集団の大小,スタッフによる個別的なケア

などで対応されるべきである。

さらに,グループハウジング用の住居建設は,単に知

的障害者向けの特別な居住環境整備にとどまらない有効

性を持っと考えている。近い将来においては,高齢者居

住への利用も考えられる。また,より広範な居住者が想

定されるコ・ハウジングとしての住宅ストソク形成にも

つながることになり,具現化が急がれる。
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<注>

1)ヤン・ポールソンは,著書く参考文献2)〉において,グ

ループ・ハウジングとハウジング・グループの2タイプを規

定している。前者が,数名のグループによって構成された住

居,後者は住居が集合して,ひとつの住棟単位を構成するも

のという定義である。本稿は,この概念に極めて近い位置づ

けを行っている。

2)現地にて行政担当者に対して,調査票の記入と返送依頼を

確認したが,現在まで未回収で,この6名分が不明である。

3)ただし,住居に固有の名称を付与している例は多くない。

あくまで普通の住居に近づけるという考え方から,住所で呼

称され,出入口(玄関)付近には,居住者それぞれの郵便受

けと呼鈴が設置されているのが一般的である。

4)一般には,キッチン/ダイニングとリビングスペースのあ

るコモンスベースを共有する4～7名程度のグループをひと

つの単位として構成されている場合が多い。この生活(ある

いは支援)の単位を「居住ユニット」と呼称する。居住ユニ

ットは極めて複雑な組み合わせで成立している場合が多い。

例えば,ひとつの住居に複数の居住ユニットが設置され,な

おかっ住居形式の異なる事例が存在する。また,同一の居住

ユニットの中でも,複数タイプの形式をとるものが4事例認

められた。

5)参考文献3),4)を参照されたい。なお,各住戸が独立し

て単独アクセスできるタイプを〈IV:コーポラティブ・ハウ

ジング〉と呼称し,類型に加えた。

6)スウェーデンとデンマークで調査対象とした<1>タイプ

の事例3住居は,いずれも一般住居を転用したものである。

<sw-09>は,集合住宅の住居を利用して,比較的早い時期に

実現した事例であるが,調査訪問は<m>への改修直前であ

った。また,デンマークの2住居は戸建て住宅を利用したも

ので,行政当局からは改善の指導が行われている。設置者自

身も,その計画を持っているが,市街地中心部に立地してお

り,現在地の近傍に新に取得するには経済的に困難な段階で

あった。いずれも,両国においては稀少な事例と判断される。

7)本稿での考察対象は,現時点で精度の高い図面および面積

データの入手できた対象31件についてである。また,棟別

に独立して建設された複数ユニットからなる住居のうち,そ

れぞれで共用部分が完結し面積算定が可能なものは,居住ユ

 ニソト別に分析を行う(1,2σ)添え字で表記)が,これが不

可能なものは住居全体で捉えることとした。さらに,住戸/

居室の分析にあたり,同一の居住ユニット内でも異なる住居

形式が混在する事例は,各々の住居形式別に算出し,加えて

住居全体の平均値を併記して考察を行った。さらに,異なる

住居形式をもっものも区分した(添字a,bで表記)。従って,

ユニット数では対象37ユニソト,41のタイプである。

8)「知的障害者地域生活援助事業要項」では、1人用居室7.4

㎡(45畳)以上、2人用居室9,9㎡(6畳)以上で、1居

室2人を限度と定められている。これを根拠にしてわが国の

知的障害者グループホームは、一般の独立住宅を賃貸で利用

する場合や、これに準ずる形態のものを新築している。九州,

中四国を対象とした筆者の調査では,居住者平均4.14名,

延床面積は108.9㎡(26.3㎡/人)、居室は6畳が主流で,

面積は約10㎡,従って,共用部分は約16㎡/人程度となる。

〈拙稿:参考文献5)参照〉このあたりの数値を念頭にす

ると、北欧諸国との面積水準の違いがより明確になろう。

9)食事の場所に関する聴取の際には,自由であり各個人の希

望に応じて対応しているという答の返ってくる場合が多い。

固定的に捉えることは望ましくないという基本姿勢がある。

その上で,通常は共同か住戸で個別にとるのかを捉えた。

io)北欧の食事はわが国に比べて調理の手間が軽微で品数も

あまり多くない。特に朝食は,比較的自力遂行が容易である

ことも一因に挙げられる。

11)呼称は様々である。ShelteredWorking(保護就労),Wbrk
ShoP(もっぱら,授産にあたるようである),SpecialWorking
(これらを総称した概念といえる)などを,「福祉就労」と
いう項目に一括した。

12)意図的に混在を配慮しているとは限らず,むしろ入居希

望に対応にながら新規建設が行われる結果と考えられる。ケ
アの観点,あるいは,居住者相互の交流の側面からは,年齢
構成や障害の程度はある程度近い方が望ましいとの考え方も

聞かれた。

13)これは、イエテボリのバッカ地区行政担当者の指摘でも

ある。自分達の経てきたプロセスをたどるのではなく、結果

としての現時点でのスウェーデンの住居水準や理念を、でき

るだけ早く実現してほしいという主旨の助言には、反論の余
地がない。

14)わが国において建設された知的障害者グループハウジン

グのうち,相対的に住居水準の高い先進事例は,僅少ながら

建設されている。参考文献3),7)を参照されたい。
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